
区域別の垂直積雪量

区域 垂直積雪量 積雪単位荷重

1.東北道縦貫自動車道の西側境界から東側の区域

宮城野区、若林区の全域

青葉区、太白区、泉区の一部

2.次に掲げる区域（東北道縦貫自動車道の西側境界から西側の区域に限る）

青葉区

愛子中央一丁目、愛子中央二丁目

愛子東一丁目、愛子東二丁目、愛子東三丁目、愛子東四丁目、愛子東五丁目、愛子東六丁目

落合一丁目、落合二丁目、落合三丁目、落合四丁目、落合五丁目、落合六丁目

折立二丁目、折立三丁目、折立四丁目、折立五丁目、折立六丁目

栗生一丁目、栗生二丁目、栗生三丁目、栗生四丁目、栗生五丁目、栗生六丁目、栗生七丁目

西花苑一丁目、西花苑二丁目

高野原一丁目、高野原二丁目、高野原三丁目、高野原四丁目

錦ケ丘一丁目、錦ケ丘二丁目、錦ケ丘三丁目、錦ケ丘四丁目

みやぎ台一丁目、みやぎ台二丁目、みやぎ台三丁目、みやぎ台四丁目、みやぎ台五丁目

向田

芋沢（3項に掲げる区域を除く）

郷六

下愛子

茂庭

太白区

茂庭一丁目、茂庭二丁目

茂庭台一丁目、茂庭台二丁目、茂庭台三丁目、茂庭台四丁目、茂庭台五丁目

鈎取

坪沼

茂庭

山田（字旗立及び字山田山の区域に限る）

泉区

明通一丁目、明通二丁目、明通三丁目、明通四丁目

朝日一丁目、朝日二丁目

泉ケ丘一丁目、泉ケ丘二丁目、泉ケ丘三丁目、泉ケ丘四丁目、泉ケ丘五丁目

大沢二丁目、大沢三丁目

北高森

北中山一丁目、北中山二丁目、北中山三丁目、北中山四丁目

住吉台西一丁目、住吉台西二丁目、住吉台西三丁目、住吉台西四丁目

住吉台東一丁目、住吉台東二丁目、住吉台東三丁目、住吉台東四丁目、住吉台東五丁目

高森一丁目、高森二丁目、高森三丁目、高森四丁目、高森五丁目、高森六丁目、高森七丁目、高森八丁目

寺岡一丁目、寺岡二丁目、寺岡三丁目、寺岡四丁目、寺岡五丁目、寺岡六丁目

西中山一丁目、西中山二丁目

紫山一丁目、紫山二丁目、紫山三丁目、紫山四丁目、紫山五丁目

館一丁目、館二丁目、館三丁目、館四丁目、館五丁目、館六丁目、館七丁目

小角

上谷刈

実沢

七北田

西田中（字杭城山の区域を除く）

根白石

野村

福岡（3項及び4項に掲げる区域を除く）

古内

朴沢（3項及び4項に掲げる区域を除く）

0.40m 20N/㎡

0.50m 20N/㎡



区域 垂直積雪量 積雪単位荷重

3.次に掲げる区域

青葉区

赤坂一丁目、赤坂二丁目、赤坂三丁目

愛子中央三丁目、愛子中央四丁目、愛子中央五丁目、愛子中央六丁目

錦ケ丘五丁目、錦ケ丘六丁目、錦ケ丘七丁目、錦ケ丘八丁目、錦ケ丘九丁目
芋沢（字青野木、字赤坂、字赤坂中、字丑形、字大堀、字奥武士、字奥武士上、字奥武士北、字奥武士西、字奥

武士東、字柿崎、字柿崎下、字柿崎中、字柿崎原、字柿崎東、字柿崎南、字蒲沢山、字甲野田、字甲野田北、字

甲野田下、字甲野田中、字甲野田南、字沢田、字沢田下、字座当、字下窪、字下清水、字下清水下、字下野、字

下野下、字新田、字新苦地、字田尻、字同者道、字中田西、字中田東、字中原、字中山、字中山下、字中山中、

字苦地、字苦地下、字苦地中、字二尺木、字畑前、字畑前北、字畑前南、字八前、字八幡、字花坂、字末坂、字

谷津の区域に限る）
上愛子（字大平、字折葉、字田子上、字田子下、字内崩、字箱倉山の区域を除く）

太白区

秋保町湯向

秋保町境野

秋保町湯元

泉区

西田中（字杭城山の区域に限る）

福岡（字青木平、字板橋、字鰻沢、字永安寺官林、字延寿、字大前通、字小倉、字金畑、字蟹子沢、字鹿畑、字

釜ノ沢、字上荒沢、字上鼬原、字上大堀、字上寿連原、字上菅、字上泥畑、字上野中沢、字上畑、字上蒜、字上

朴陀羅、字川欠、字北柄火、字北鎖、字北高見、字北⾧坂、字北苦桃、字北朴陀羅、字北向、字切沢、字鎖、字

熊ノ沢、字小家下、字下荒沢、字下鼬原、字下鎖、字下泥畑、字下野中沢、字下蒜、字新林、字寿連原、字寿連

原西、字菅ノ崎、字高見、字大文字、字寺下、字照岡、字外門、字中荒沢、字中鎖、字中菅、字中苦桃、字中

蒜、字中朴陀羅、字苦桃、字苦桃新林、字西上野原、字西苦桃、字西朴陀羅、字西森下、字東苦桃、字東朴陀

羅、字蒜但木、字藤沢新官林、字麓、字朴陀羅、字南柄火、字南⾧坂、字南原、字森下の区域に限る）

朴沢（字壱野々、字裏ノ原、字上高野原、字上屋敷、字小屋森、字下高野原、字下平、字下屋敷、字下屋敷脇、

字清八屋敷、字中之屋敷、字永倉、字西ノ脇後、字西ノ脇西、字畑中前、字畑中脇、字朴沢、字本郷、字本田の

区域に限る）
4.次に掲げる区域

青葉区

大倉（字高見沢、字屋敷平、字横川、字横川岳の区域を除く）

上愛子（字大平、字折葉、字田子上、字田子下、字内崩、字箱倉山の区域に限る）

熊ヶ根

太白区

秋保町⾧袋

泉区

福岡（字赤下、字石坊、字木前、字岳山、字西石、字東右、字蒜但木向、字モッペイの区域に限る）

朴沢（字荒沢、字猿岩、字地嶽、字沼平、字蘭山の区域に限る）

5.次に掲げる区域

青葉区

ニッカ

大倉（字高見沢、字屋敷平、字横川、字横川岳（6項に掲げる区域を除く）の区域に限る）

作並（6項に掲げる区域を除く）

新川（6項に掲げる区域を除く）

太白区

秋保町馬場（6項に掲げる区域を除く）

6.次に掲げる区域

青葉区

新川嶽山国有林

作並岳山国有林

横川岳国有林（国有林野の管理経営に関する法律（S26年法律第246号）に基づく管理が行われている区域）

太白区

新川嶽山国有林

馬場岳山国有林（国有林野の管理経営に関する法律（S26年法律第246号）に基づく管理が行われている区域）
建築物等の敷地が垂直積雪量を異なる二つ以上の区域にわたる場合においては、その敷地における面積が最大となる区域内に当該建築物等があ

るものとして、この表の規定を適用する。

0.70m 20N/㎡

0.95m 20N/㎡

1.20m 30N/㎡

1.50m 30N/㎡


